
意思決定支援の推進について

令和８年１月２８日

福祉子どもみらい局共生推進本部室

※本資料において、「条例」は本年４月施行の「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例～ともに生きる社会を目指して～」を示します



【条例で規定された責務】

県
→ 意思決定支援の推進に関する必要な情報の提供、相談及び助言等を 行うための体制を整備する
→ 障害福祉サービス提供事業者に対し、意思決定支援に関する研修を行う（条例第10条第２項、第3項より抜粋）

障害福祉サービス提供事業者
→ 意思決定支援の実施に努めなければならない （条例第10条第１項より抜粋）

障害福祉サービス提供事業者、障害者の家族その他の関係者
 → 施設への入所その他の障害者の福祉サービスの利用に際しては、障害者の意思が反映されるよう

配慮しなければならない （条例第１１条第１項より抜粋）

 → 障害者が意思決定支援を受けることを希望する場合には、その希望を十分に尊重し、円滑に意思
決定支援を受けることができるよう努めなければならない （条例第１１条第２項より抜粋）

※ 条例における「障害福祉サービス提供事業者」・・・条例第２条第４項

条例における意思決定支援の位置づけ
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2
厚生労働省HP「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」より抜粋
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厚生労働省HP「R6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」より抜粋



4H29.3.31厚生労働省「障害福祉サービス利用にあたっての意思決定支援ガイドライン」より抜粋

厚生労働省意思決定支援ガイドラインの概要
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県の意思決定支援の取組み

県

１ 県版ガイドラインの普及
・具体的な支援方法の周知、意思決定支援の理解促進

2 意思決定支援専門アドバイザーの派遣
・客観性や専門性の担保

４ 研修（県意思決定支援ガイドライン研修）
・担い手の養成

３ 実践研修事業費補助
・支援方法の習得の促進

補助事業（R５～８年度（予定））

印刷製本・配布

取組への助言

経費の補助

座学研修開催

施設の
取組を
後押し

県内の障害者支援施設
（政令・中核市所管含む）

施設 施設１６施設

１６施設 ２０施設１１施設

R５補助事業

R８年度補助事業
（予定）

R６補助事業

意思決定支援の実施
（県内88施設）

意思決定支援の全県展開の起点

R７補助事業



神奈川県版意思決定支援ガイドラインの普及
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意思決定支援の７つのポイント
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① 本人中心に支援をすること（支援者目線ではない）

② 本人を知ること、理解すること

③ 本人が安心して意思を表明できる環境（ソフト面、ハード面）を整えること

④ 本人を中心としたチームで検討（模索）し続けること

⑤ 第3者の視点を導入すること（客観性の担保）

⑥ 人間関係や社会関係を外へと広げる方向で支援すること（施設内で完結しない）

⑦ 施設全体で取り組むこと
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◼どのようにすすめていけばよいかわからない

→国のガイドライン及びそれを補完する県版ガイドラインを参考にしてください！

意思決定支援というけれど…

※神奈川県意思決定支援ガイドライン 簡易版より抜粋



相談支援専門員

施設職員
サビ管

行政機関

家族・後見人など

本人の会議への参加、個別のモニタリング等のイメージ

学校の先生

通所先職員

本人が参加してもらいたい方
GH職員就労先

本 人
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＜参考＞意思決定支援専門アドバイザー（令和７年度）
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<参考>
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<参考>
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○ 県のホームページに、各種資料を掲載しています。 →
 
 ・  「わが子の『思い』に向き合うために」リーフレット

   
・ 県版ガイドライン

   
・  意思決定支援の研修動画
 
・ 津久井やまゆり園での取組の報告書（「意思決定支援の取組推進に関する研究報告書」）

・ 意思決定実践研修事業費補助について

県ホームページによる情報提供
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＜参考＞令和6年度報酬改定の概要（施設入所支援）

参考

厚生労働省HP「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」より抜粋
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